
平成 30 年度 第１回 三原市地域公共交通活性化協議会 会議概要 

 

日 時：平成３０年６月７日（木） １３：３0～１４：５０ 

場 所：三原市中央公民館 第１研修室 

出席者：１３名（欠席７名） 

内 容： 

 

１．開会あいさつ 

 

２．新任委員の紹介 

 

３．報告事項 

 (１)平成 29 年度地域コミュニティ交通の利用実績 

[事務局から資料１により報告] 

[質疑応答] 

各委員：佐木島の場合，訪れた人が多く利用するということだが，我々の場合は登録した

地元の人しか利用できない。差が何かあるのか。  

事務局：佐木島は事前予約ではない。 路線バスのように決まった時間に決まった経路を

通る運行形態であり，どなたでもご利用いただける。  

各委員：地元以外の方でも補助の対象になるということか。私達も空港へ行くのに利用し

たいといわれるが，地元ではないということで断っている。この辺りの整合性が

とれていないような気がする。 

事務局：佐木島にはタクシーもバスも運行事業者がいない。手段が循環バスしかないので，

利用していただいている。 

各委員：老人クラブの代表として来ているが，この敬老優待には大変お世話になっている。

お礼を申し上げる。 

議 長：評判が大変良く，利用者が多い。これからも活用してもらえればと思う。  

各委員：三原市におかれては毎年度こうしてきちんとチェックをされている。参考までに

聞きたいが，町内会連合会が運営主体をしているところは，実働の作業はどのよ

うな方々がされているのか。 

各委員：我々は無償，ボランティアである。電話受付だけはそういうわけにはいかないの

で，時給 800 円で４人雇っている。また税金などのこともあり，会計の人にも

支給しているが，それ以外はまったくのボランティアである。地元のために少し

でも収支率をあげるために努力している。最初は収支率が悪く，ボランティアで

いくしかない，と考えていた。 

各委員：県内の他の地域で似たようなところ，例えば県北の三次などはどういう状況か教

えてほしい。 

各委員：県下でも乗合タクシーを導入するところが増えつつある。市町が運行主体として

事業者に委託をする，という形が一つ。もう一つは地元町内会等が運行主体とな

って，一定の地元負担があって，それをオーバーするものを市町が負担する，と

いう形。地元の方がどれほどの作業を負担しているか，というのは色々ある。 

 



各委員：ふれあいタクシーは確かに良いが，毎日運行していないのが問題。夏祭りなどイ

ベントがあったときにふれあいタクシーで人が運べないのが一番困る。 

 

４．協議事項 

 (1) 八幡地域におけるデマンド型乗合タクシーの運行（案）について 

[事務局から資料２により報告] 

[質疑応答] 

各委員：受付を久井交通でされるということであるが，そのための費用は支払うことにな

るのか。 

事務局：支払うことになる。 

議 長：他に無いようであれば八幡地域におけるデマンド型乗合タクシーの運行（案）に

ついて，提案の通り実施するということでよろしくお願いしたい。  

 

 (2) 平成 31 年度地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について 

[事務局から資料３により報告] 

[質疑応答] 

各委員：一つ補足させていただく。地域内フィーダー系統確保維持計画というのは国の補

助を受けるための計画，という位置付けになっている。地域内フィーダー系は幹

線バスと接続するための枝線ということとしている。補助金の内容としては，運

行の赤字に対して２分の１を国が出すということになっている。例年立てていた

だいている計画ではあるが，昨年度からの変更点としては，１０．１１．の項目

が増えている。ただし三原市についてはどちらも該当なしとなっている。 

議 長：そういうわけで，従来通りのフィーダー系統の計画である。  

地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について了承いただいたということで

とりまとめる。 

 

 (3) 一般乗合旅客自動車運送事業（大和ふれあいタクシー）の譲渡譲受について 

[事務局から資料４により報告] 

議 長：ご質問等はないか。無いようであれば，２枚目にあるように譲渡の書類を作成し

て提出する。それでは，譲渡することを承認するということで事務局より提出す

る。 

 

 (4) 路線バス「蟇沼循環線」の廃止について 

[事務局から資料５により報告] 

議 長：ご質問等はないか。利用者が２人ということで，残念であるが廃止ということで

ある。質問が無いようであるので，蟇沼循環線は７月３１日をもって廃止という

ことで承認する。 

 

 (5) 平成 29 年度三原市地域公共交通活性化協議会事業概要及び会計収支決算書（案）につい

て 

[事務局から資料６により報告] 

議 長：ご質問等はないか。監査委員から何か付け加える事はないか。 



監査委員：特にはない。適正な運営である。 

議 長：適正な運営であるということで，ご意見を賜った。他にはないか。  

それでは平成 29 年度三原市地域公共交通活性化協議会事業概要及び会計収支決

算書（案）について，承認を得たということでとりまとめる。 

以上で協議事項は終了したが，委員の皆様からご意見等はないか。  

無いようであれば，本日の会議は終了する。 

 

５．閉会 


